住宅用太陽光発電仕様確認書
１　概　　要

　　琴浦町が補助金の交付を行う住宅用太陽光発電システムについての技術的仕様書を示す。

２　システム概要
· 交付対象年度において設置されたものである。

· 設置前において使用に供されたものを除く。

· 低圧系統と逆潮流有りで連系するものである。

（単相３線又は単相２線式　１００Ｖ／２００Ｖ　６０Ｈｚ）

· 太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転（自動起動・自動停止）を行うものである。

· 連系保護機能については、「系統連系技術要件ガイドライン」（H16.10経済産業省資源エネルギー庁）に記述したものを満足するものである。

３　構成要素

　　構成要素としては、太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ・保護装置、発生電力量計、余剰電力販売用電力量計を基本とするが、前記２項「システム概要」の機能を満たすものであれば、これらの構成要素は単体の要素でないものとする。

４　構成要素別要求性能

　（１）太陽電池モジュール

　　　結晶系太陽電池は、ＪＩＳＣ８９１７に規定された方法で試験を行い、ＪＩＳＣ８９１８に定められた性能をみたす。

　　　また、アモルファス太陽電池は、ＪＩＳＣ８９３８に規定された方法で試験を行い、ＪＩＳＣ８９３９に定められた性能を満たす。

　（２）架台

　　　住宅に設置される場合には、架台と太陽電池モジュールを含めた太陽電池アレイとして据え、当該建築物においては太陽電池アレイを含めて建築基準法に準拠した設計とする。

　（３）接続箱及び直流側開閉器

　　　電気設備の技術基準及び内線規程（ＪＥＡＣ８００１）に準拠している。

　（４）インバーター・保護装置

　　　系統連系技術要件ガイドラインに基づく任意認証制度の技術基準に準拠している。

　（５）発生電力量計

　　　太陽光発電システムが発電し、負荷及び商用系統に逆潮流した太陽光発電システムの全発電電力量を測定できるものである。

　（６）余剰電力販売用電力量計
　　　太陽光発電システムを設置した地域を電力供給区域とする電力会社の仕様に適合すするものである。

　（７）工事・施工

　　　電気設備の技術基準及び内線規程（ＪＥＡＣ８００１）に準拠している。
住宅用太陽光発電仕様確認書
１　太陽電池モジュール

	型式
	

	公称最大出力（Ａ）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｗ

	製造者名
	

	枚数（Ｂ）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

	総最大出力（Ａ×Ｂ）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｋＷ

	製造番号

	


　　※公称最大出力：日本工業規格（ＪＩＳ）に規定される太陽電池モジュールの公称最大出力

２　インバータ
	型式
	

	製造番号
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	製造者名
	

	定格出力
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｗ


３　施工者

	会社名
	

	住　所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	連絡先
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	担当者
	

	電気工事士
	　第　種電気工事士　氏名　　　　　　　　　　


４　太陽光発電システム設置完了日　　　　　　平成　　年　　月　　日
本仕様内容に適合していること及び記載内容について相違ないことを証明します。

　平成　　年　　月　　日　　　　
住宅用太陽光発電等設置者

　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名等
証明者　　　　　　　　　　　　　　　　　印
